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第 1 章 総則
（ 趣旨 ）

第 1 条 こ の細則 は ， 法務省設置法 （平成 1 1年法 律第 9 3 号） 及 び 入国者収容
所組織規則 （平成 1 3 年法務省令第 6 号） に基づ き ， 入 国者収容所大村入国管
理セ ン タ｝の 収容施設 （ ・・・・・・及びそ の 内 側を いい， 診療ブ ロ ッ ク を 含む 。
以 下 同じ。 ） の警備 の 執務に必要な事項を定め る も の と す る 。

（看守責任者及び 副看守責任者）
第 2 条 看守勤務の入 国警備 官の長 （以下 「看守責任者J と い う 。 ） は ， 処遇担

当 の統括入 国 警備 官 （ 以 下 「処遇担 当統括J とい う 。） の指揮 監督の 下に ， 看
守勤務 の 入 国 警備 官 （以 下 f看守勤務者J と い う 。 ） を指揮 監督し ， 被収容者
の処遇及び収容施設の 秩序維持につい てそ の責に任ずる も の と す る 。

2 看守責任者は， 処遇担 当 統括 が 出 張そ の他に より不在 の 場合 は ， 処遇担 当 統
括に代わっ て そ の職務 を行 う も の と する。

3 看守勤務者の う ち ， 所長 が指名 す る 入 国警備 専門 官 （以 下「副看守責任者j
と い う 。 ） は ， 看守責任者の 指揮 監督を受 け る と と も に ， 看守責任者 を補佐し，
看守勤務者の 指揮 監督及び被収容者の処遇 に 当 たる も の と する 。

（看守勤務者の 編成）
第 3 条 看守勤務 は ， 圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃 （ 以 下 「 処遇班J とい う 。 ） に

分 け ， そ れ ぞれの班は， 看守責任者， 副看守責任者及び看守勤務者 を も っ て 編
成す るも の と す る 。

2 前項の看守責任者， 副看守責任者及び看守勤務者 に対す る 勤務命令は， 看守
勤務 命令簿 （第 1 号様式） に より 行 う 。

3 看守責任者， 副看守責任者及び看守勤務者の勤務時間の割振 り は， 所長が別
に 定 め る 。

4 看守勤務者 の 配置個所 （以下「警備 配置 箇所 jと い う 。 ） は ，
。 た だし ， 所長が必要 と 認め る と き は，

配置個所を 増減す る こ と が でき る 。
( 1 ) 

( 2)  
5 看守責任者は， 前項に規定す る 警備 配置 箇所の う ち ， ・・・・・・に 配置 し，

そ れ ぞれの警備 配置箇所には， 副看守責任者 ・l・及 び看守勤務者 ．．を 配置す
る も の と す る 。 た だ い所長は， 看守勤務 に 当 た る 入 国警備 官の数及び被収容
者 の 国籍， 数， 性別， 動静その他 の事情に より副看 守 責任者に 複数の警備 配置



箇所を 兼務 さ せ， また ， 看守勤務者の数 を 増減す る こ と が で き る 。
（ 非常設備）

第 4 条 被収容者処遇規則 （ 昭和5 6 年法務省令第 5 9 号。 以 下 「処遇規則 jと
い う 。 ） 第 3 条第 2 項に規定す る 非常 口， 警報ベル， 消火器及 び 避難器具等の
設 置 位置は， 非常設備 配置図 （別表第 2 ） に示す と お り と す る 。

（施設 の 点 検）
第 5 条 処遇担当 統括は， 1 週間 に 1 回以上， 収容施設 並びに収容施設の非常 口，

警報 ベノレ， 消火器及 び 避難器具 そ の他の設備 を 点検し て 異状 の 有無を確認 し，
そ の 結果を施設 点 検報告書 （第 2 号様式） に より 所長 に報告 し な け れ ばな ら な
し、。

第 2 章 収容
（収容 区分）

第 6 条 処遇担 当 統括 は ， 入 国者収容所大村入国 管理センタ ー被収容者処遇細則
（ 平成 1 0 年所長 司｜｜令第 4 号） 第 2 章の規定に基づ き ， 新た に収容 さ れ る 者 の

収容 の手続が 完了し た と き は， 男子と 女 子の収容ブロ ッ クを 区分 し ， 居 室を 指
定 して収容 する も の 左 す る 。 た だ し ， 所長 は ， 収容施設の保安 上又 は衛生上必
要 が あ る と き は， 男子の 収容 ブロ ッ ク と女 子の収容 プロ ッ ク の 区分 を変更す る
こ と が で き る 。

第 3 章
（ 看守勤務者の責務）

第 7 条 看守勤務者は ， 看守責任者及び 副看守 責 任者 の 指揮 監督に 従わな けれ ば
な ら ない 。

2 看守勤務者は ， 収容施設の警備 において ， 次 の 事項 を 遵守 し な け れ ばな ら な
し、。

( 1 ） 収容施設 に つ い て ， 破損， 故 障等 の 異状 を発 見 し た と き は ， 応急の措置を
講じる と と も に ， 直 ち に看守責任者 に報告す る こ と 。

( 2 ） 処遇部 門 の 首席入国警備 官 （以下 「処遇部 門 首席 」と い う 。 ） の 許可 な く ，
収容施設 に看守勤務者及び 巡視を 行 う 監督者以外の者 を 立 ち入 ら せ な い こと 。

( 3 ） 被収容者の居室 に 入 る と き は， 看守責任者 に報 告の上， 他 の 看守勤務者の
立会いの下に入室す る こ と 。

( 4 ） 被収容者の処遇 上又 は被収容者の退去強制手続上参考 と な る 事項 を 認 知し，
文は資料を得た と き は， 直 ち に 看守責任者に 報告す る こ と 。

（ 看守勤務者の勤務体制）
第 8 条 看守勤務者の勤務体制 は ， 原則 と して ，



とする 。
（収容 ブ ロ ッ ク の看守勤務者の職務）

第 9 条 収容 プ ロ ッ ク 勤務の 見張 り勤務者 は ， ・・・・・・・・次 の職務 を行い，
事故の未然防止及び収容 プ ロ ッ ク 内の警備 に 当 たる もの とす る 。

( 1 ） －に よる 収容 ブ ロ ッ ク 内 の各居室出 入 口扉の施錠及 び解錠の 操作
( 2 ） 収容 ブ ロ ッ ク に 出入 りす る 人及び物 品 の 点検確認
( 3 ） 被収容者の動静 監視及 び動 し よう
( 4 ） 異状発見 の 際 にお け る 看守責任者への 報告及び動 し よう 勤務者に対す る 連

絡

( 5 ） 看守勤務 日 誌 （処遇規則 JjlJ記第 2 号様式） の記 載
( 6 ） 巡視を 受 け たとき の 監督者に対す る報告

2 収容 プ ロ ッ ク 勤務の動 し よう 勤務者は ， ・・・・・・・・として 動 し よう 経路
表 （別表第 3 ） に定 め る 動 し よう 及び次 の職務を行 う ほ か， 見 張 り勤務者の職
務に協力す る もの と す る 。

( 1 ） 警備室出入 口 ， 収容 ブ ロ ッ ク 内各居室の出入 口扉の施錠及び解錠
( 2 ） 収容 ブ ロ ッ ク に 出 入 りする 被収容者の連行
( 3 ） 被収容者の 申 出事項の処理
( 4 ） 被収容者の 人 員点呼
( 5 ） 理髪及び診療の立会い
( 6 ） 運動 場にお け る 被収容者の動静監視
( 7 ） そ の他の事務

3 収容 ブ ロ ッ ク 勤務の 休憩者は， 次の勤務に備 え て 休憩室文は 仮眠室において
休養 （ 2 .2 時か ら 翌朝 6 時まで の 聞 は 仮眠） する もの と す る 。

（ ．．．．．．の看守 勤務者の職務）
第 1 0条 圃圃圃圃圃圃の見張 り勤務者は， ・・・・・・・において次の職務 を行い，

収容施 設の 出 入 口の警備及 び被収容者の逃走そ の他保安上の事故の防止 に 当 た
る もの とす る 。

( 1 ) 及びそ の他の 警備機器に よる 次の 施 設
等 に お け る 動 静 監視
ア 各収容 ブ ロ ッ ク 内部
イ 運動 場， 動 し よう 路， 通 路， 屋上そ の他収容 フ令 ロ ッ ク の 周辺外部
ウ 庁舎周辺

( 2 ） 異状発 見 の 際 に お け る 看守責任者への報告及び動 し よう 勤務者 又は収容 ブ
ロ ッ ク 勤務者に対す る 指令



( 3 ） 入所票， 出所票， 外 出 票文 は 出 場票に基づ く 被収容者の 把握
( 4 ） 看守勤務 日 誌の記 載
( 5 ） 巡視を 受 け た と き の 監督者に対す る 報告

2 －－の 動 し 土 う 勤務者 は ， E・E・－を 定 位置 と し て 動 し よう 経路
表 に定 め る 動 し よう 及 び次 の職務 を 行 う ほか ， 見 張 り勤務者の職務 に協力す る
も の と す る 。

( 1 ） 職員以外の者が入 出 門 す る と き は， 入 門 票に よ り， 処遇部門 首席の許可を
受 けて い る こ と 及び収容施 設の保安上又 は衛生上支 障が あ る 物 品 を所持 し て
い ない こ と の確認

( 2） 工事等 の た め 工具 類を収容施設内 に 携行する者に対 し て は ， 入 出 門 に際 し ，
そ の 種類， 数 量の 点検及び確認

( 3 ） 面会の立会いに対す る 協力
( 4 ） 看守責 任者が特に命 ずる 事務

3 ・・・・・・勤務の 休憩者 に ついて は ， 前条第 3 項の規定を準用 す る 。
第 1 1 条 （ 削除）

（動 し よう ）
第 1 2条 見 張 り勤務者及 び動 し よう 勤務者は ， 動 し ょう を行 う と き は， 被収容

者 の 動静 を 把握す る ほ か ， 被収容者に対す る 貸与 品 及び居室の施錠， 警 報 ベノレ

そ の他 施 設等 の異状の 有無並びに収容施 設内 の衛生状態 を 点検確認 し ， か つ，
収容施 設の保安上又は衛生上支 障が あ る と 認 め ら れ る物 品 の発見及び除去に 当
た ら な けれ ばな ら ない。

2 動 し ょう は， 動 し よう経路表 に示す動 し よう 経路に基づ き 実施す る も の と し，
そ の 時 刻， 回数及び動 し よう 経路の変更は ， 被収容者の数及び動静等 を勘案 し
て ， そ の 都度 ， 処遇部門 首席が定め る もの と す る 。

3 見 張 り勤務者及び動 し よう 勤務者は， 動 し よう を 実施 し た と き は， そ の 結果
を 看守勤務 日 誌に記 載 し て お か な け れ ばな ら ない。

（勤務の 交替）
第 1 3 条 見 張 り勤務者は ， 勤務 を 交替す る と き は， 収容人員そ の他看守勤務に

必 要 な 事項 の 引継 ぎ を確実に行 う と と も に ， 交替の前 後に 看守責 任者に報告 し
な け れ ばな ら ない。

2 看守責 任者 は ， 勤務 を 交替す る と き は， 引継事項の 要 旨 を 引継簿 （第 3 号様
式） に 記 載 し な け ればな ら ない。

3 看守勤務者は ， 職務以 外 で 定 位置 を 離れ る と き は， 看守責 任者の許可 を 受 け
なけれ ばな ら ない。 こ の 場合 に お い て ， 見 張 り勤務者及び動 し よう 勤務者 は，



勤務 を 交替する と き は ， 第 1 項に準じて 引継 ぎ を 行 う もの と す る 。
（か ぎの保管）

第 1 4 条 処遇 担当 統括 は ， 看守責任者， 副看守責 任者及 び看守勤務者に 携行 さ
せ る 場合 を 除 き ， 収容施設 の か ぎ を
な ら ない 。

（人員 点呼）

に保管 し な け れ ば

第 1 5条 看守責 任者 は ， 次 の 要領に より被収容者の人員 点呼 を 実施す る も の と
す る 。

( 1 ） 被収容者を 居 室 内 に入れ， 居室外に残存す る 者 が い な い こ と を確認す る こ
と 。

( 2 ） 被収容者 を 各 自 の居室に 整列さ せ p 被収容者 ブ ロ ッ ク 別 点 呼簿に よ り各 人
に つい て 呼名確認 し， 併せて被収容者の 健康状態及 び 挙措動 作に通常 と 異な
る と こ ろ が ない か等 を 観察す る こ と 。

2 看守責 任者 は ， 点呼終了 後， 速やかに処遇 担当 統括に対 し 異状の 有無を報告
す る と と も に， 見 張 り勤務者に対 し てその概要 を 知らせなければな ら な い 。

3 処遇 担当 統括 は ， 随時， 人 員 点呼に立会い， 指 導 監督に 当 た ら な けれ ばな ら
ない 。

（居室の施錠及び解錠）
第 1 6 条 看守責 任者 は ， 看守勤務者を指揮 し て ， 各居室 の 出入 口 扉を 8 時 3 0

分に解錠 し ， 1 7 時に施錠す る も の と する 。
2 処遇部 門 首席 は ， 収容施設 の保安上そ の他必要 で、あ る と 認め る と き は， 所長

の 許可 を 受 け て各居室の 出入 口扉の 開 閉時 刻を変更する こ と がで き る 。
第 4 章 保安

（保安計画）
第 1 7 条 処遇部 門首席は 処遇規 則第 1 6 条に規定す る 保安計画を 策定 し， 所

長の決裁を受 け る も の と す る 。
2 処遇部 門首席は， 前項の保安計画に定め る 事項に つい て ， 年 2 回以 上訓練を

実施 し ， そ の 結果 を 所長に報告する も の と す る 。
（検査）

第 1 8 条 処遇 担当 統括は， 収容施設 の保安上文は衛生 上必要が あ る と 認め る と
き は， 被収容者の身体， 所持 品及び 衣類の 検査を実施する も の と す る 。

2 処遇 担当 統括 は ， 毎月 1 回以 上， 居室及び付属施設の 検査を実施 し な け れ ば
な ら な い 。

3 前 2 項の 検査に 当 た っ て は ， 被収容者に対 し ， 検査を 実施す る 旨 を告 げて 着



手す る も のとす る 。
4 処遇担 当 統括は， 検査の 結果， 収容施設 の保安上又 は衛生上 支障が あ る と 認

め ら れ る 物 品 等 を 発 見 し た と き は， 所 有者 を確認 し た上， 速やか に 当 該物 品等
を 処遇企画担 当 統括 に 引き 継が な け れ ばな ら ない 。

5 処遇企画担 当 統括 は ， 前項の 引継 ぎを 受 け たときは ， 直 ち に所定の 領置手続
を執 ら な け れ ばな ら ない 。

6 処遇担当 統括は， 第 1 項及び第 2 項の 検査を実施 した と き は， そ の結果 を 検
査結果報告 書 （第 4 号様式） を も っ て所 長に報告す る と と も に ， 看守勤務 日 誌
に記載 し なけ れ ばな ら な い 。

附 則
こ の細 則 は， 平成 1 3 年 1 月 6 日 か ら施行す る 。

附 則
こ の細 則 は ， 平成 1 6 年 6 月 1 6 日 か ら 施 行す る 。



第 1 号様式 （第 3 条 関係）
（ 縮小版・ 本来は A4 横版）

看 守 勤 務 命 令 簿

企画管理・ 担遇部門 受 命 者 受命
所 長 次 長 執行部門 発令月 日 発 令 事 項

首 席 首 席 階級 氏 名 者 印



第 2 号様式 （第 5 条 関係）
（ 縮小版・本来 は A4 横版）

所 長 次 長 会計課長 処遇部門首席

施 設 点 検 報 告 書
年 月 日

入 国者収容所大村入国管理センタ｝所長 殿

処遇担 当 統括入 国 警備官 ⑫ 

施 設点検を実施 し たので， 下記の と お り報告す る 。

点 検箇所 異状の有無及び補修・改善等要望事項 点 検 話lj看守 看 守 会 計 課
措 置

実施者 責任者 責任者 担 当 係長

（注）措置欄は， 改善等要望事項に対し， 会計諜において措置した結果を記載する。



第 3 号様式 （第 1 3 条 関係）
処 遇担 当 統括

引 継 簿

年 月 日 （ 曜 日 ）

申 送 者 処遇第 班 看守責任者 ＠ 

申 受 者 処遇第 班 看守責任者 ⑪ 

号｜ 継 事 項



第 4 号様式 （第 1 8 条 関係）

｜ 、 ｜ 守 ｜副看守
長 ｜ 次 長 ｜ ｜ ｜ ｜ 首 席 ｜統 括I ＇.責任者 ｜ 責任者

入 国者収容所大村入国管理セ ンタて所長 殿

入国警備官

検 査結 果 報 告 書
標記につい て， 下記のとお り 報告 する。

記
1 実施 日 時及び場所
( 1 ) 日 時

年 月 日 時 分か ら 時
( 2 ） 場所

2 実施人員
入 国警備官

3 検査の 種類
ロ ブ ロ ッ ク の一斉検 査
口 ブロッ ク の部分 検査

以 下

口 被収容者の身体， 所持品及 び 衣類の 検査

4 重点検査事項及び指示事項

5 検査の結果

名

年 月 日

＠ 〈

分



別表第1の1 （第3条関係）



別表第1の2 （第3条関係）



別表第1の3 （第4条関係）



別表第1の4 （第4条関係）



別表第2のl （第4条関係）



別表第2の2 （第4条関係）



別表第2の3 （第4条関係）



別表第2の4 （第4条関係）



別表第2の5 （第4条関係）



別表第2の6 （第4条関係）



別表第2の7 （第4条関係）



別表第2の8 （第4条関係）



別表第 3 - 1  （第 9 条 関係）



別表 3 - 2 （第 9条 関係）



別表 3 - 3 （第 9 条 関係）



別添3の 4 （第9条関係）


